
四日市市立図書館規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和２年４月１５日     

                 四日市市教育長 葛 西 文 雄  

四日市市教委規則第９号  

四日市市立図書館規則の一部を改正する規則  

 四日市市立図書館規則（昭和４８年四日市市教委規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

改正後  改正前  

（休館日）  

第３条 休館日は次のとおりとする。

ただし、教育委員会が特に必要があ

ると認めたときは、これを変更し、

又は臨時に休館することができる。  

 (1)から (4)まで （略）  

（休館日）  

第３条 休館日は次のとおりとする。

ただし、教育長が必要と認めたとき

はこれを変更することができる。  

 

 (1)から (4)まで （略）  

 

附 則  

この規則は、公布の日から施行する。 

（教育委員会図書館）  


